
別記様式（第６条関係） 

                       (裏面あり) 

 

（新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に係る） 

国民健康保険税減免申請書 

                                年  月  日 

（宛先）西尾市長 

納税義務者 住  所                     

氏  名                     

電話番号                     

個人番号                     

下記のとおり国民健康保険税を減免してくださるよう申請します。 

所属年度 税 額 期 別 減免対象税額 摘   要 

 

 

 

年度 

 

        

円 

    年度     年度 国民健康保険

税条例施行規

則第５条第１

項 

 

・その他 

第１期 円 円 

第２期 円 円 

第３期 円 円 

第４期 円 円 

 

 

 

年度 

 

        

円 

第５期 円 円 

第６期 円 円 

第７期 円 円 

第８期 円 円 

随 時 円 円 

減免理由発生年月日    令和  年  月  日 

減
免
理
由
（
明
細
は
裏
面
の
と
お
り
） 

□ (1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病 
を負ったため 

□ (2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動 
産収入、山林収入又は給与収入（以下「事業収入等」という。）の減少が見込まれ、
次のアからウまでの全てに該当するため 
ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額（保険金、損害賠 
  償等により補填されるべき金額を控除した額）が前年の当該事業収入等の額 
  の１０分の３以上 

イ 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法第３１４条の２第１項に規定する総所
得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令第２７条の２第１項に規定
する他の所得と区別して計算される所得の金額（地方税法第３１４条の２第１項
各号及び第２項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。）の合計額（以
下「合計所得金額」という。）が１０００万円以下 

ウ 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外
の前年の所得の合計額が４００万円以下 

(注)非自発的失業者の軽減の適用を受ける方で、給与収入のみの方は、この減免の 
適用はありません。               

確認書類等（※郵送の場合、写しを送付してください。） 

（１）□死亡診断書  □入院証明書  □その他（            ） 

（２）□令和３年確定申告書  □令和３年源泉徴収票  □廃業届出書 

    □令和４年１月以降の収入が確認できる資料 (帳簿、通帳、給与明細) 

    □雇用保険受給資格者証 □その他（              ） 

確認者 

 

 

入 力 

済・未 



減 免 理 由 明 細 書 

１．世帯の主たる生計維持者 

氏名  生年月日     年  月  日 
世帯主との
続柄 

 

２．減免理由（新型コロナウイルスによる影響によるものに限る。） 

□ 死亡 死亡年月日（   年  月  日） 病院名（              ） 

□ 重篤な傷病 入院年月日（   年  月  日） 病院名（              ） 

□ 事業廃止 廃止年月日（   年  月  日） 店舗名等（             ） 

□ 失業 退職年月日（   年  月  日） 会社名等（             ） 

□ 収入の減少 

※年間３割以上減少する

理由を具体的に記入して

ください。 

書き切れない場合は別紙

でも結構です。 

 

３．主たる生計維持者の令和４年月別収入見込み(主たる収入)     (単位:円) 

収入種類 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 

(    )収入             

７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 合計 

       

４．主たる生計維持者の年間収入                 (単位:円) 

  
事業収入等 （経費等の控除前の額） 保険金等の

補填される
金額 

合計 
事業収入 不動産収入 山林収入 給与収入 小計 

令和３年        

令和４年 
（見込み）        

 

５．令和４年度における全ての被保険者の令和３年の合計所得   (単位:円) 

  
事業所得等 （経費等の控除後の額） 事業所得等

以外の所得

(※) 

合計 
事業所得 不動産所得 山林所得 給与所得 小計 

主たる生計
維持者 

       

世帯員１        

世帯員 2        

その他        

合計        

非自発的失業者軽減後の給与所得(100分の 30)→  左記の反映後の合計額→  

※ 総合課税（利子所得、配当所得、雑所得、一時所得、譲渡所得）、分離課税（譲渡所得、上場株式等に係る配当所得等、上場

株式等に係る譲渡所得等、一般株式等に係る譲渡当所得等、先物取引に係る雑所得等） 

 


